
四日市市告示第１５３号  

四日市市自主防災組織設置補助金交付要綱の一部を改正する要綱を次のように定め

る。  

平成２７月 ３月３１日  

四日市市長  田 中 俊 行  

 

四日市市自主防災組織設置補助金交付要綱の一部を改正する要綱  

四日市市自主防災組織設置補助金交付要綱（平成１８年四日市市告示第１６２号）

の一部を次のように改正する。  

改正後  改正前  

（交付の申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする自治会

長（以下「申請者」という。）は、四日市市自

主防災組織設置補助金交付申請書（第１号様

式）に、購入予定防災資機材の見積書の写し

及び地区市民センター館長の副申書を添付し

て、市長に提出しなければならない。 

 

２ （略） 

 

（実績報告） 

第７条 申請者は、申請に基づく補助事業が完

了したときは直ちに、市長に四日市市自主防

災組織設置補助事業実績報告書（第３号様式）

に整備した資機材等の写真及び領収書等の写

しを添付のうえ、地区市民センターを経由し

て市長に提出しなければならない。 

 

 

附 則 

（施行期日） 

（交付の申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする自治会

長（以下「申請者」という。）は、四日市市自

主防災組織設置補助金交付申請書（第１号様

式）に、購入予定防災資機材の見積書の写し

及び地区市民センター館長（楠町においては、

楠総合支所振興課長）の副申書を添付して、

市長に提出しなければならない。 

２ （略） 

 

（実績報告） 

第７条 申請者は、申請に基づく補助事業が完

了したときは直ちに、市長に四日市市自主防

災組織設置補助事業実績報告書（第３号様式）

に整備した資機材等の写真及び領収書等の写

しを添付のうえ、地区市民センター（楠町に

おいては楠総合支所振興課）を経由して市長

に提出しなければならない。 

 

附 則 

 



１ この要綱は、告示の日から施行する。 

（有効期限） 

２ この要綱は、平成３０年３月３１日限り、

その効力を失う。 

 

 

この要綱は、告示の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第１号様式を次のように改める。  

 

 



第１号様式  

                           

 年  月  日 

 

     四日市市長   

 

                    住   所 

                    自治会名 

                    会 長 名            印 

     

     

四日市市自主防災組織設置補助金交付申請書 

     

下記のとおり自主防災組織の設置を行いたいので、四日市市自主防災組織 

設置補助金交付要綱第５条の規定に基づき、補助金の交付を申請します。 

 

記 

    

１．補助金交付申請額  金        円 

 

２．事業の目的、内容及び効果 

（１）事業の目的 

     

 

 

 



（２）事業の内容（整備する防災資機材名等） 
 
 

資 機 材 名  数 量  税込金額（円）  

隊 旗   

ヘ ル メ ッ ト   

消 火 器   

消 火 器 格 納 箱   

腕 章   

強 力 ラ イ ト   

ト ラ ン ジ ス タ ー メ ガ ホ ン   

メ ガ ホ ン   

ロ ー プ   

担 架   

 救 急 箱    

 消 防 用 ホ ー ス    

消 火 栓 開 閉 キ ー    

管 鎗    

消防用ホース格納箱    

その他（         ）   
 

合     計 
 
  

（３）添付書類 

整備予定資機材の見積書（写し） 

地区市民センター館長の副申書 

 

３．事業に係る経費収支計画及び完了予定日                 

（１）経費収支計画 

 
 

収 入 の 部 支 出 の 部 
 

科 目  金額（円）  科 目  金額（円）  

 市 補 助 金   防災資機材整備費  

 地 元 負 担 金   
 

     計       計  

 



 

 

 

（２）事業完了予定  

        年  月  日  

 

４．規約及び隊員名簿  

 （１）規約  

    別紙のとおり  

    

 （２）隊員名簿  

     別紙のとおり  

     



附 則 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

（危機管理監危機管理室） 


